
白老町国土強靭化計画の改正概要

基本法第13条により、強靭化地域計画は様々な分野の計画等の指針
となるものと位置付けられているため、総合計画及び各分野計画（大
規模自然災害対策部分）との位置づけを明確化。 1頁

気象統計を最新のデータに修正。 3頁

計画を見やすくするため、リスクに対する脆弱性の評価と推進事業
について、同じ章へ（第３章と第４章）統合。

１ 構成の変更

２ 第１章第２節 計画位置づけの明確化

資料１（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ）

第１章 はじめに

第２章 国土強靭化の基本
的な考え方

第３章 脆弱性評価

第４章 国土強靭型のための
施策プログラム

第５章 計画の推進管理

第１章 はじめに

第２章 国土強靭化の基本
的な考え方

第３章 脆弱性評価及び施策
プログラム

第４章 計画の推進管理

本計画は、国土強靭化基本法第１３条に基づき、本町における国土強靭化に
関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画として策定する。
また、国土強靭化基本計画、北海道強靭化計画と調和の保たれた計画するとと
もに、本町の最上位計画である白老町総合計画との整合を図りながら、国土強
靭化基本法を踏まえ、白老町地域防災計画をはじめとする各分野別計画の強靭
化に関する部分について指針性を持つ計画として位置付ける。

本計画は、基本法第１３条に基づく国土強靭化地域計画として策定するものであり、
国土強靭化に関係する部分について、地方公共団体における様々な分野の計画等の指
針となるものと位置付けれらている。このため、本町の総合計画や他の分野別計画と
連携しながら、重点的・分野横断的に推進する計画として、防災計画や産業、医療、
エネルギー、まちづくり、交通等の国土強靭化に関連する部分の施策と連携しながら、
長期的な視点に立って一体的に推進する。

３ 第１章第３節 計画期間の修正

第６次白老町総合計画基本計画の見直しと合わせるとされているこ
とから、総合計画と同様の期間へ修正。 2頁

４ 第２章第１節 気候（気温等）の修正

気温、風向、降水量



５ 第２章第３節 当町における自然災害リスク

① 今後起こり得る自然災害を追加。 4,5頁

●地震津波
日本海溝千島海溝型巨大地震、令和３年７月公表

●内陸型地震
石狩低地断層帯、平成３０年公表

●河川氾濫区域
２級河川（８河川）、平成３１年公表

●土砂災害（特別）警戒区域指定
（５７）８９箇所、平成２７年から令和３年指定

●火山噴火
樽前山、倶多楽火山

② 過去の災害 令和２～４年分を追加。（風水害） ８頁

⑥ 第３章第６節 脆弱性の評価結果及び施策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの策定

① 令和３年の津波浸水区域の見直しに伴い、津波対策について、沿岸
部の避難困難な地域に対する指定緊急避難場所の整備を追加。19頁

１-３ 大規模津波等による多数の死傷者の発生

【脆弱性評価】
社台から虎杖浜の沿岸地域にかけて、津波が到達するまでの歩行圏内に津

波指定緊急避難場所がない地域があるため、緊急避難場所などの整備を図
る必要がある。

【施策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及び推進事業】
沿岸の避難困難な地域に対して、緊急避難場所の整備を推進する。

② 近年の気象の変化に伴い、避難所における熱中症対策を追加。
25頁

１-６ 積雪寒冷や暑さ対策を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

【脆弱性評価】

熱中症アラートが発表されるような夏季の条件下での災害を想定し、避難
所における冷房対策に努める必要がある。

【施策ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及び推進事業】
避難所における熱中症対策として、冷房設備の設置や冷房器具の備蓄を促
進する。

１-６ 積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

リスクシナリオ

リスクシナリオ

③ 各指標について最新データに修正。 15～58頁

⑦ 第４章第３節 SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

SDGｓについて追加。 60頁


